
第３号様式（第６条第１項関係）

平成30年8月16日

会議結果報告書（行政経営戦略会議）

１ 日時及び場所

２ 出席者

３ 件名

４ 会議結果

５ 会議内容

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員

付議・報告部課

平成30年8月16日（木）午前9時30分～ 本庁舎3階会議室301

行政経営改革課 髙山課長、元田主査補、佐藤主任主事

使用料・手数料の減免制度の見直しについて

□ 案のとおり決定する。

□ 一部修正の上、決定する。

■ 継続して検討する。

□ 案を否決する。

□ 報告を了承する。

・減免する団体を決めるのではなく、団体の活動内容で減免をした方が良いのではない

か。

⇒減免制度の見直しに当たり、当初、庁内検討委員会で活動内容による減免を検討して

いたところだが、現在多くの施設は指定管理者が管理しており、指定管理者のみで活

動内容による減免の是非を判断することは、業務が過大となるとともに、指定管理者

ごとに減免の判断基準が異なり、減免を統一するという今回の見直しの趣旨を満たさ

ないため、活動内容で減免をすることは難しい。

・高齢者を減免しない理由は何か。

⇒年齢を理由とした減免は、現在、「健康増進ルーム」だけであり、他の公の施設では

高齢者の利用に対する減免をしていないこと、市では、今後65歳以上の高齢者人口の

増加が見込まれ、単に65歳以上であることが減免すべき特別な理由に当たらないとい

うことから、減免の対象としない予定である。

・減免の方法はどのようになるか。

⇒使用料の免除は、申請の都度、内容を確認する必要があることから、従来どおり免除

申請書の提出を求めるが、市が活動を支援している公益性のある市内の団体の使用料

の減額については、減額申請を省略することで市及び団体の事務を減らせるように検

討していきたい。

・白井高校については、市内唯一の県立高校ということもあるので、減免しても良いの

ではないか。

⇒今回は主に市民を減免の対象としている。県立高校は市民に限定されていないため対

象としてない。なお、市にとって有意義な事業については、市又は教育委員会の共催

を受けることにより免除することができる。

・補助金を支出している公益的な団体については、今まで減免となっていない団体を減

免することにより、実質的な二重補助にならないか。



備￥考 会議内容を簡潔に記載すること。

⇒補助金の内容として、施設使用料を補助対象経費にしている補助金はないので、二重

補助にはならない。

（結論）

・減免の取り扱いを市として統一するのは重要であるが、団体が本来の活動をする中

で、利用しない施設の使用料まで減免できるようになっていることから、対象施設を

関係各課と調整した上で、再度付議すること。



　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

対応
方策

論点（決定
を要する事

項）

部内会議や
関係課等と
の調整結果
（主な意見・
懸案事項）

■ □ □ □ （

平成 30 8 16

付議書（行政経営戦略会議）

部課名 総務部　行政経営改革課

使用料・手数料の減免制度の見直しについて

【現状】
　受益者負担の例外である使用料・手数料の減免が、それぞれの使用料・手数料
ごとに実施されている状態であり、減免制度が統一されていない。

【課題】
　受益者負担の公平性の観点から、使用料・手数料の減免制度を見直した上で、
市として統一する必要がある。

使用料・手数料の減免制度を見直し、市として統一することで、受益者負担
の適正化を図る。

　「使用料・手数料の考え方」（資料１）に減免制度を位置付け、関係する条
例を改正する。

使用料・手数料の減免制度の決定

【部内会議】
・減免は、原則、「市内」の住所要件を求めている。障害者の減免は、「障害者基本
法」を根拠としているため、住所要件を設けないとのことだが、児童扶養手当の受
給者については、市内の住所要件を設けた方が良い。
・今回減額する団体を統一することで、これまで以上に減額する施設が増えるの
で、見直し後の使用料の減免の対応を整理すること。

平成30年 9月　　　　行政運営報告（パブリックコメントの実施について）
（ 9月15日～30日）　「使用料・手数料の考え方」の改定に関するパブリックコメント
　　　　　　　　　　　　 ※広報しろい9月15日号掲載（減免の該当部分のみ実施）
平成30年10月　　　 「使用料・手数料の考え方」の決定
　　　　　  11月　　　 条例改正案の提案（平成30年12月議会）
平成31年  2月　　　 減免制度の見直しの周知（広報しろい・市HP）
               4月～　　見直し後の減免制度の運用開始

項目 有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）

条例規則 有 条例（規則）改正（H30.12月） 報道発表 無

議会説明 有 行政運営報告（H30.9月） 広報・ＨＰ等 有 広報・HP（H30.9月・H31.2月）

市民参加 有 パブリックコメント（H30.9月）

付議書公表 公開 非公開 部分非 時限非 まで）

関係法令等白井市使用料条例、白井市使用料条例施行規則、白井市公民館の設置及び管理に関する条例ほか

関係課

事業費 千円 （うち特定財源 千円）

付議事案

スケジュール

参考情報
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使用料・手数料の考え方（案） 

平成 15年 9月 11日      

平成 25年 3月 25日 一部改定 

平成 28年 6月 1日   改定 

平成 30年○月○日    改定 

 

1 現状及び目的 
「使用料・手数料の見直し」については、白井市行政経営指針に位置付け、重点

事項の項目の一つとして推進しているところである。 

使用料・手数料とは、特定の行政サービスを利用する者が、その受益の範囲内で

対価を負担するものである。 

市では、これまで、これらの料金は、近隣の地方公共団体との比較や市の類似施

設との均衡などを主な理由として設定され、利用者に原価（コスト）の負担を求

め、徴収するという考え方に必ずしも基づいていなかったところである。 

市民全体の負担の公平性の観点から、これからは、施設を利用しない市民も税金

という形で負担している「市負担」と利用者が負担する「受益者（利用者）負担」

の割合について考え方を明確にするとともに、公表する必要がある。 

また、受益者負担の例外である使用料・手数料の減免についても、市の統一した

基準のないまま、それぞれの使用料・手数料ごとに実施してきたところである。こ

れからは、受益者負担の公平性の観点から、市の減免に関する統一した基準を示し

実施する必要がある。 

こうした状況を踏まえ、使用料及び手数料の適正化を図るため、受益と負担の原

則に基づき、行政サービスに対する料金の算定方法、減免及び改定に当たっての考

え方を示すこととする。 

 

2 使用料の考え方 
（1）使用料とは 

  使用料とは、公の施設の利用や行政財産の使用に対して徴収される料金（地方自

治法第 225条）であり、主なものとしては、公民館、体育施設、駐輪場施設などに

係る使用料がある。 

  また、指定管理者が管理する公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入

として収受させることができる利用料金がある。 

 

（2）対象とする使用料 

「使用料・手数料の考え方」の対象とする使用料は、地方自治法第 225条の規定に

よる使用料及び同法第 244条の 2第 8項の規定による利用料金とする。 

ただし、次の使用料については、別の基準に基づき使用料を定めていることから、

「使用料・手数料の考え方」の対象とする使用料から除外する。 

 

 

 

 

 

行政財産の目的外使用許可に関する使用料（土地、建物、自動販売機設置の使用料

など）、道路占用料、保育料、水道料金、下水道使用料、郷土資料館（特別の展示

会入館料）、福祉作業所利用料金、障害者支援センター利用料金、文化会館、しろ

い市民まちづくりサポートセンター 

資料１ 
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（3）使用料の算定方法 

使用料は、特定の利用者だけが得られるサービスの対価として支払うものであるた

め、受益者負担の原則に基づき、以下の算定方法により算定することとする。 

 

使用料＝原価（コスト）×受益者負担率（100％）×利 用 者 区 分 に よ る 乗 率×減免率 

  

① 原価（コスト）の算定方法 

 原価（コスト）は、1時間当たり又は 1回当たりの使用料を徴収する施設につい

ては、年間原価（コスト）をもとに、年間利用可能時間数などにより利用面積に対

する 1時間当たり又は利用者当たりで算定を行い、市民プールのように 1日当たり

の入場料を徴収する施設については、年間利用可能日数に最大収容人員を加味した

利用者当たりの算定を行う。 

 年間可能時間数は、条例上の利用可能時間から、季節・天候や施設修繕等に係る

施設閉鎖・利用不能時間を差し引いた実利用時間とする。 

 なお、設置目的が同じ施設は、その施設全体の平均コストとする。 

 

年間原価（コスト）は、以下の事務事業の実施に必要な経費を全て含む経費を

含めたものを用いる。 

算定の基礎となる金額は原則として直近の決算額とするが、臨時的な経費など

変動要因がある場合には、可能な限り除くこととする。 

 

人件費（基準人件費時間単価×処理時間数） 

管理運営費  物件費 

年間原価(コスト)         維持補修費（日常的なもの） 

備品購入費（取得価格÷耐用年数） 

資本経費   施設建設費（建設費÷耐用年数） 

                   施設改修費（改修費÷耐用年数） 

 

 利用者に直接かかる経費を算入する。 

 基準人件費は、直近の決算における職員 1人当たりの平均人件費（給料、手

当、共済費）とする。 

 維持補修費は、基本的には日常的に発生する補修費を算入するが、それ以 

外のものについては、様々なものがあり、また、耐用年数等を考慮すると、1 

年当たりの経費を算出することが困難な場合があることから、個々に判断す

ることとする。 

 施設改修費の耐用年数は、経過年数を除く。 

 敷地に係る費用は除く。 

 国や県などから補助金等がある場合には、これに見合う費用を控除する。 

 

② 受益者負担率の設定 

使用料は、特定の利用者だけが得られるサービスの対価として支払うものである

ため、受益者負担率は 100％を原則とする。 
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 ただし、以下の図書館などの法令等により使用料が無料とされている施設や、児

童館のように市が条例を定め政策的に無料としている施設については、受益者負担

を求めないこととする。 

 

無料とする施設の一覧 

図書館、道路、公園（有料施設を除く）、児童館、老人憩いの家 

老人福祉センター（市内に住所を有していない者の利用料金を除く） 

高齢者就労指導センター、郷土資料館（特別の展示会入館料を除く）、 

市民の森、地域福祉センター、障害者地域活動支援センター、 

総合保健センター（健康増進ルームを除く） 

 

③ 利用者区分による乗率 

受益者負担の公平性を確保するために、利用者区分による乗率は次のとおりと

する。 

a 年齢により利用区分を設定する場合 

 大人 高校生 小中学生 幼児 

乗 率 1.0倍 0.75倍まで 0.5倍まで 0.25倍まで 

b 市民、市民以外の利用者区分を設定する場合 

市民料金の 3倍までとする。 

c 個人、団体（団体割引）の利用者区分を設定する場合 

割引後の料金は、個人料金の 0.8倍までとする。 

d 営利目的の利用者区分を設定する場合  

市民料金の 3倍までとする。 

 

（4）算定の例外 

算定の結果と異なる使用料を定める場合は、政策的な観点からの利用促進など施策

の事情も考慮して、別途協議決定する。 

 

3 手数料の考え方 
（1）手数料とは 

  手数料は、特定の者に提供される行政サービスや役務について、その対価として

徴収される料金（地方自治法第 227条）で、主なものとしては、住民票の写しや各

種証明書の交付などに係る手数料がある。 

 

（2）対象とする手数料 

「使用料・手数料の考え方」の対象とする手数料は、地方自治法第 227条の規定に

よる手数料とする。 

 

（3）手数料の算定方法 

手数料は、特定の者に提供される行政サービスや役務の対価として徴収される料金

であるため、受益者負担の原則に基づき、以下の算定方法により算定することとす

る。 
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なお、証明書の発行などの全庁的に行っている同様な性質の事務の手数料について

は、基準となる手数料を算定した上で、統一料金とする。 

ただし、次の手数料については、手数料の算定を行わず、それぞれの額と同額とす

る。 

○ 国や県の基準に合わせて手数料を定めているもの 

   ※「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」（戸籍関係など） 

   ※千葉県の「使用料及び手数料条例」など 

○ 近隣の地方公共団体との均衡により金額を定めているもの 

   ※犬の登録手数料など 

 

手数料＝原価（コスト）×受益者負担率（100％）×減免率 

 

① 原価（コスト）の算定方法 

   原価（コスト）は、年間原価（コスト）をもとに 1件当たりで算定を行う。 

   処理件数は、直近の決算をもとに算出する。 

 

   年間原価（コスト）は、以下の事務事業の実施に必要な経費を全て含める。 

 

人件費（基準人件費時間単価×処理時間数） 

年間原価（コスト） 管理運営費  物件費 

                  備品購入費（取得価格÷耐用年数） 

 

 利用者に直接かかる経費を算入する。 

 基準人件費は、直近の決算における職員 1人当たりの平均人件費（給料、手

当、共済費）とする。 

 国や県などから補助金等がある場合には、これに見合う費用を控除する。 

 

② 受益者負担率の設定 

手数料は、特定の者に提供される行政サービスや役務について、その対価として

徴収される料金であるため、受益者負担率は 100％を原則とする。 

 

（4）算定の例外 

算定の結果と異なる手数料を定める場合は、政策的な観点からの利用促進など施策

の事情も考慮して、別途協議決定する。 

 

4 減免制度 
（1）減免の基本的な考え方 

使用料・手数料の減免とは、公益的な活動を行う団体に対する活動支援や障害が

ある市民への経済的・社会的支援などの市の施策を推進するため、条例に定められ

た使用料・手数料の額を減額し、又は免除することである。 

使用料・手数料を減免した場合、施設やサービスを利用しない市民も税金という

形で負担することとなる。 
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このことから、市は、使用料・手数料の減免に当たっては、受益者負担の原則の

例外として、以下の基準に基づき、真に必要な場合に限定して減免制度を適用する

こととする。 

 

（2）使用料（利用料金）の減免 

① 免除 

次に掲げる場合は、使用料（利用料金）の額の全額を免除することができる。 

 

ａ 全ての施設の使用料（利用料金）を免除する場合 

公用又は公共用で使用又は利用する場合など、使用料（利用料金）を免除する

ことについて合理的な理由があると認めるときは、免除することとする。 

・国又は地方公共団体が公用又は公共用で使用又は利用するとき。 

・市立の保育園、小学校又は中学校が保育活動又は教育活動で使用又は利用する 

 とき。 

・災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用に使用又は利用するとき。 

・市又は教育委員会と共催で行事を行うために使用又は利用するとき。 

・市長がその他特に必要があると認めるとき。 

・指定管理者が管理する施設において、指定管理者自らが利用するとき。 

・指定管理者が管理する施設において、指定管理者が指定管理の業務を遂行する 

に当たり、利用料金の免除が必要と認めるとき。 

 

ｂ 一部の施設の使用料（利用料金）を免除する場合 

障害者基本法第 24条の規定に基づき、障害者とその介護者の経済的負担の軽減

及び障害者の社会参加の促進を図るため、次に掲げる公の施設を障害者とその介

護者が個人利用するときは、免除することとする。 

また、経済的負担の軽減を図るため、自転車等駐車場を市内に住所を有する児童

扶養手当の受給者及び受給の対象となる児童が利用するときは、免除することと

する。 

 

免除する条件 免除する使用料（利用料金） 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害

者保健福祉手帳を保有する者が利用

するとき。 

・プラネタリウム使用料 

・自転車等駐車場使用料（定期利用） 

・健康増進ルーム使用料 

・運動公園陸上競技場の利用料金のうち個人利用の利用料金  

・市民プール利用料金 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害

者保健福祉手帳を保有する者の介助

のため現に付き添って利用するとき。

（障害者１人につき、１人に限る。） 

・プラネタリウム使用料 

・運動公園陸上競技場の利用料金のうち個人利用の利用料金  

・市民プール利用料金 

市内に住所を有する児童扶養手当を

受給する者及び児童扶養手当の受給

の対象となる児童が利用するとき。 

・自転車等駐車場使用料（定期利用） 
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② 減額 

次に掲げる場合は、使用料（利用料金）の額の 50％を減額することができる。 

公益性のある団体を支援するため、市が活動を支援している団体であって、公益

性のある市内の団体が公の施設を利用するときは、50％を減額することとする。 

・市が活動を支援している公益性のある市内の団体であって、規則で定める以下

の団体が利用するとき。 
 

自主防災組織       白井市自治連合会     市民自治組織（自治会等） 

自主防犯組織       白井市農業研究会     白井工業団地協議会 

白井市商工会       白井市社会福祉協議会   地区社会福祉協議会 

白井市ボランティア連絡協議会  白井市民生委員児童委員連絡協議会 白井市心身障害者福祉連絡協議会 

白井市高齢者クラブ連合会 単位高齢者クラブ     白井市シルバー人材センター  

白井市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 白井市青少年相談員連絡協議会  白井市スポーツ少年団 

白井市体育協会      白井市体育協会専門部   総合型地域スポーツクラブ 

白井市文化団体協議会   社会教育関係認定団体   しろい市民まちづくりサポートセンター登録団体 

 
・市長がその他特に必要があると認めるとき。 

・指定管理者が管理する施設において、指定管理者が指定管理の業務を遂行する

に当たり、利用料金の減額が必要と認めるとき。 

 

③ 指定管理者が管理する施設における減免 

指定管理者が管理する施設における利用料金の減免の取扱いについては、条例及

び市長が定める基準に基づいて実施することとし、市が管理する施設と指定管理者

が管理する施設で異なる対応とならないようにする。 

 

（3）手数料の減免 

① 免除 

次に掲げる場合又は次に掲げる手数料は、手数料の額の全額を免除することがで

きる。 

・法令に、手数料の全部を免除する規定があるとき。 

・戸籍に関し、無料で証明を行うことができる旨の法律の規定があるとき。 

・生活保護法に基づく保護を受けている者から請求があったとき。 

・公的年金各法に基づく年金受給者に係る住民票の記載事項に関する証明の請求

があったとき。 

・手数料を納入すべき者が国又は地方公共団体であって、当該事務の依頼が公益

上特に必要であると認められるとき。 

・災害救助法の適用を受けた地域内において、その災害により滅失し、又は損壊

した建築物を建築する場合で、災害の発生した日から６箇月以内に工事に着手

するものの確認申請手数料等 

・市長が特に公益上その他の理由により手数料の全部を免除する必要があると認

めるとき。 
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② 減額 

次に掲げる場合又は次に掲げる手数料は、手数料の額の 50％を減額することが

できる。 

・法令に手数料の一部を減額する規定があるとき。 

・次に掲げる建築物（建築基準法第 88条第 1項の規定により建築基準法施行令

で指定する工作物を含む。）の部分に係る確認申請手数料、完了検査申請手数

料、中間検査申請手数料、計画通知手数料、工事完了検査通知手数料及び特定

工程工事終了通知手数料 

(1)行政庁の命令によって建築する建築物で、従前の延べ面積を超えない部分 

(2)災害により滅失し、又は損壊した建築物をり災後 3箇月以内に被災者自ら

使用するために建築する部分 

・市長が特に公益上その他の理由により手数料の一部を減額する必要があると認

めるとき。 

 

5 使用料と手数料の改定 
（1）改定率の上限 

改定額の設定に当たっては、算出した原価（コスト）に基づき現行料金の見直しを

行うものとする。ただし、見直しによって受益者負担が急激に増加することがないよ

うに料金改定率は 50％を超えないものとする。 

 

（2）改定サイクル 

受益者負担の公平性を確保するために使用料、手数料を定期的に見直す必要がある

ことから、一定期間の原価（コスト）の変動要因等を考慮し、原則 3年ごとに見直す

こととする。  



- 8 - 

 

使用料料金単価算出資料 

 

名称：                （根拠法令：                ） 
区 分 1 時間・1 回当たり経費 積  算  内  容 

人件費  1件当たり人件費 

  （1）÷60分 ×（2）  ＝           円＝（A） 

計（A）÷ 最大収容人員 ＝         円 

基準人件費時間単価（1時間当たり） 

・基準人件費年額 

           円 

 

・基準人件費年額 ÷ 2,015時間※ 

＝         円（1） 

所要時間数／1件当たり 

・受  付       分 

・審  査       分 

・事務処理       分 

・           分 

計（2）      分 

物件費  1件当たり物件費 

・年間印刷製本費         円÷     時間＝（A） 

・年間消耗品費          円÷     時間＝（B） 

・年間光熱水費          円÷     時間＝（C） 

・年間委託料           円÷     時間＝（D） 

・年間火災保険料         円÷     時間＝（E） 

・年間使用料･賃借料        円÷     時間＝（F）  

           （金額）  （年間利用可能時間数） 

 計（A）～（E）÷ 最大収容人員 ＝       円 

減価 

償却費 

 名  称： 

・          円÷    年÷     時間＝（A） 

名  称： 

・          円÷    年÷     時間＝（B） 

名  称： 

・          円÷    年÷     時間＝（C） 

名  称： 

・          円÷    年÷     時間＝（D） 

名  称： 

・          円÷    年÷     時間＝（E） 

   （金額）     （耐用年数）（年間利用可能時間数） 

 計（A）～（E）÷ 最大収容人員 ＝       円 

その他

の経費 

 ・維持補修費（日常的なもの）    円÷   時間＝ 

・ 

合 計

（円） (ア) 

（受益者負担率）    （料金単価） 

（ア） ×   100  ％ ＝           円 

〔現行料金：           円〕 

※最大収容人員は、入場料を徴収する施設について加味してください。 

※年間勤務時間（2,015時間）は、7.75時間/日×5日/週×52週/年で算定しています。  

別紙 
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手数料料金単価算出資料 

 

名称：               （根拠法令：                ） 

区 分 1件当たり経費 積  算  内  容 

人件費  1件当たり人件費 

 （1）÷ 60分×（2）＝           円 

基準人件費時間単価（1時間当たり） 

・基準人件費年額 

           円 

 

・基準人件費年額 ÷ 2,015時間※ 

＝         円（1） 

処理時間数／1件当たり 

・受  付       分 

・審  査       分 

・事務処理       分 

・           分 

計（2）      分 

物件費  1件当たり物件費 

・年間印刷製本費         円÷      件＝（A） 

・年間消耗品費          円÷      件＝（B） 

・年間光熱水費          円÷      件＝（C） 

・                円÷      件＝（D） 

・                円÷      件＝（E） 

           （金額）   （年間処理件数） 

  計（A）～（E）           円 

減価 

償却費 

 名  称： 

・          円÷    年÷      件＝（A） 

名  称： 

・          円÷    年÷      件＝（B） 

名  称： 

・          円÷    年÷      件＝（C） 

名  称： 

・          円÷    年÷      件＝（D） 

名  称： 

・          円÷    年÷      件＝（E） 

   （金額）     （耐用年数） （年間処理件数） 

  計（A）～（E）           円 

その他の

経費 

 ・ 

・ 

・ 

合 計

（円） (ア) 

（受益者負担率）    （料金単価） 

（ア） ×   100 ％ ＝           円 

〔現行料金：           円〕 

※年間処理件数については、過去 3年間の平均値を積算してください。 

※年間勤務時間（2,015時間）は、7.75時間/日×5日/週×52週/年で算定しています。 

 

別紙 



減免制度の改正に基づく条例の改正（案）のイメージについて 

(１)使用料 

○白井市使用料条例（昭和５６年条例第２５号）新旧対照表 

改 正 案 現   行 

（略） 

 （公の施設の利用に係る使用料） 

第２条 次の各号に掲げる公の施設を利用するものは、当該各号 

 に定める別表の規定により算出した額に１００分の１０８を乗 

 じて得た額を使用料として納付しなければならない。この場合 

 において、その額に１０円未満の端数が生じたときは、これを 

 切り捨てるものとする。 

 (1) 病虫害防除機 別表第１ 

 (2) 都市公園 別表第２ 

 (3) プラネタリウム館 別表第３ 

 (4) 自転車等駐車場 別表第４ 

 (5) 農業センター 別表第５ 

 (6) 公民センター 別表第６ 

 (7) しろい市民まちづくりサポートセンター 別表第７ 

（略） 

 （減免） 

第４条 市長は、前２条の規定にかかわらず、次の各号のいずれ

かに該当するときは、使用料の全額の徴収を免除することがで

きる。 

 (1) 国又は地方公共団体が公用又は公共用で使用又は利用す

るとき。 

 (2) 市立の保育園、小学校又は中学校が保育活動又は教育活 

  動で使用又は利用するとき。 

 (3) 災害その他やむを得ない事態の発生により応急用に使用 

  又は利用するとき。 

 (4) 市又は教育委員会と共催で行事を行うために使用又は利

用するとき。 

 (5) 市長がその他特に必要があると認めるとき。 

２ 市長は、第１条の規定にかかわらず、身体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体障

害者手帳の交付を受けた者、児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第１２条第１項に規定する児童相談所若しくは知的障

害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条第１項に規定

する知的障害者更生相談所において、療育手帳の交付を受けた

者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健

福祉手帳の交付を受けた者（以下「障害者」という。）が、次

の各号に掲げる施設を利用するときは、使用料の全額を免除す

ることができる。 

 (1) 第２条第３号に規定するプラネタリウム館 

 (2) 第２条第４号に規定する自転車等駐車場（定期利用に限

る。） 

 (3) 白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例 

  （平成１７年条例第１９号）第４条第１項第１号に規定する 

  白井市総合保健センターのうち、健康増進ルーム 

３ 市長は、第１条の規定にかかわらず、障害者に現に付き添っ

て公の施設を利用する者（障害者１人につき、障害者に付き添

っている者が２人以上いる場合は、１人に限る。）が、第２条

第３号に規定するプラネタリウム館を利用するときは、使用料

の全額を免除することができる。 

４ 市長は、第１条の規定にかかわらず、市内に住所を有する児

童扶養手当法（昭和３９年法律第１３４号）の規定により児童

扶養手当を受給する者及び児童扶養手当の受給の対象となる児

童が、第２条第４号に規定する自転車等駐車場を利用するとき

（略） 

 （公の施設の利用に係る使用料） 

第２条 次の各号に掲げる公の施設を利用するものは、当該各号 

 に定める別表の規定により算出した額に１００分の１０８を乗 

 じて得た額を使用料として納付しなければならない。この場合 

 において、その額に１０円未満の端数が生じたときは、これを 

 切り捨てるものとする。 

 (1) 病虫害防除機 別表第１ 

 (2) 都市公園 別表第２ 

 (3) プラネタリウム館 別表第３ 

 (4) 自転車等駐車場 別表第４ 

 (5) 農業センター 別表第５ 

 (6) 公民センター 別表第６ 

 (7) しろい市民まちづくりサポートセンター 別表第７ 

（略） 

 （減免） 

第４条 市長は、前２条の規定にかかわらず、国又は地方公共団 

 体が直接その用に供するときその他特に必要があると認めると 

 きは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除すること 

 ができる。 

 

（略） 

資料２ 



は、自転車等駐車場使用料（定期利用に限る。）の全額を免除

することができる。 

５ 市長は、第１条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに

該当するときは、使用料（第２条第７号に規定するしろい市民

まちづくりサポートセンターの使用料を除く。）の額を２分の

１に減額することができる。 

 (1) 市が活動を支援している公共性のある市内の団体であっ 

  て、規則で定める団体が利用するとき。 

 (2) 市長がその他特に必要があると認めるとき。 

（略） 

 

○白井市使用料条例施行規則新旧対照表 

改 正 案 現   行 

（略） 

 （使用料を減額することができる団体） 

第３条 条例第４条第５項第１号に規定する規則で定める団体

は、別表に定める団体とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （減免申請） 

第４条 条例第４条    の規定により使用料の免除を受けよ

うとするものは、減免申請書（別記第１号様式）に必要な書類

を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 条例第４条第５項第１号に規定する規則で定める団体が、使

用料の免除を受けようとするときは、前項で定める減免申請に

関する手続きを省略することができる。 

（略） 

別表（第３条関係） 

自主防災組織 

白井市自治連合会 

市民自治組織 

自主防犯組織 

白井市農業研究会 

白井工業団地協議会 

白井市商工会 

白井市社会福祉協議会 

地区社会福祉協議会 

白井市ボランティア連絡協議会 

白井市民生委員児童委員連絡協議会 

白井市心身障害者福祉連絡協議会 

白井市高齢者クラブ連合会 

単位高齢者クラブ 

白井市シルバー人材センター 

白井市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 

白井市青少年相談員連絡協議会 

白井市スポーツ少年団 

白井市体育協会 

白井市体育協会専門部 

総合型地域スポーツクラブ 

白井市文化団体協議会 

社会教育関係認定団体 

しろい市民まちづくりサポートセンター登録団体 
 

（略） 

 （額の特例） 

第３条 納入者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使

用料の額の全部又は一部を免除することができる。 

 (1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。 

 (2) 国又は地方公共団体で公益上特に必要があると認められ 

  るとき。 

 (3) 社会教育関係団体が、社会教育法（昭和２４年法律第２ 

  ０７号）第２２条に規定する事業を行うため公民センターを 

  使用するとき。 

 (4) 教育上の目的により児童、生徒等が使用するとき。 

 (5) 前各号に定めるもののほか、公益上その他の理由により、 

  使用料を全額徴収することが適当でないと認められるとき。 

 （減免申請） 

第４条 条例第４条又は前条の規定により使用料の免除を受けよ

うとする者 は、減免申請書（別記第１号様式）に必要な書類

を添えて市長に提出しなければならない。 

                              

                              

                    

（略） 

  



 

 (２)利用料金 

○白井市公民館の設置及び管理等に関する条例（平成２０年条例第１８号）新旧対照表（案） 

改 正 案 現   行 

（略） 

 

 （利用料金） 

第１７条 公民館の利用者は、指定管理者に利用料金を前納しな 

 ければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、 

 この限りでない。 

２ 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者 

 が還付を認めるときは、この限りでない。 

３ 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、教育委員会 

 の承認を受けて指定管理者が定める。 

４ 指定管理者は、市長が定める基準に従い、 利用料金を減額

し、又は免除することができる。 

５ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

 

（略） 

（略） 

 

 （利用料金） 

第１７条 公民館の利用者は、指定管理者に利用料金を前納しな 

 ければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、 

 この限りでない。 

２ 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者 

 が還付を認めるときは、この限りでない。 

３ 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、教育委員会 

 の承認を受けて指定管理者が定める。 

４ 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減額

し、又は免除することができる。 

５ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

 

（略） 

 

(３)手数料 

減免の見直しを行わないため、手数料条例の改正は行わない。 
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国・地方公共団体が公用・公共用で利用するとき ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - - - ○

市立保育園が利用するとき ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - - - ○ × × ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - - - ×

市立小中学校が利用するとき ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - - - ○ × × ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - - - ×

災害等の発生により応急用に利用するとき ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - - - - ○

市又は教育委員会と共催で行事を行うとき ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - - - ○

障害者手帳を保有する者が利用するとき × × × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × ○ ○ ×

障害者手帳を保有する者の付き添いの者が利
用するとき

× × × × × ○ × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × ×

市内に住所を有する児童扶養手当受給する者
及びその受給の対象となる児童が利用するとき

× × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × ○ ×

自主防災組織 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ × × × × × - × × - - - - ×

白井市自治連合会 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ × × × - × × - - - - ×

市民自治組織 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ × × × - × × - - - - ×

自主防犯組織 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ × × × × × - × × - - - - ×

白井市農業研究会 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ × × × × × - × × - - - - ○

白井工業団地協議会 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ × ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - - - - ×

白井市商工会 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ × × ○ ○ ○ - ○ ○ - - - - ×

白井市社会福祉協議会 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ × × × - × × - - - - ×

地区社会福祉協議会 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ × × × - × × - - - - ×

白井市ボランティア連絡協議会 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ × × × - × × - - - - ×

白井市民生委員児童委員連絡協議会 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ × × × - × × - - - - ×

白井市心身障害者福祉連絡協議会 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ × × × - × × - - - - ×

白井市高齢者クラブ連合会 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ × × × - × × - - - - ×

単位高齢者クラブ △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ × × × - × × - - - - ×

白井市シルバー人材センター △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ × × × × × - × × - - - - ×

白井市小中学校PTA連絡協議会 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ × × × - × × - - - - ×

白井市青少年相談員連絡協議会 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ × × × - × × - - - - ×

白井市スポーツ少年団 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ ○ ○ ○ - ○ ○ - - - - ×

白井市体育協会 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ ○ ○ ○ - ○ ○ - - - - ×

白井市体育協会専門部 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ △ △ △ - △ △ - - - - ×

総合型地域スポーツクラブ △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ △ △ △ - △ △ - - - - ×

白井市文化団体協議会 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ × × × - × × - - - - ×

社会教育関係認定団体 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ × × × - × × - - - - ×

しろい市民まちづくりサポートセンター登録団体 △ △ △ △ △ - △ △ - - - - △ △ △ × × × - × × - - - - ×

※1 西白井複合センター、白井駅前センター、桜台センター、冨士センター、白井コミュニティセンター、学習等供用施設を指します。

見直し後 見直し前（現状）

市
が
活
動
を
支
援
し
て
い
る
公
益
性
の
あ
る
市
内
の
団
体

　○　免除する。
　△　減額する。
　×　減免としない。
　－　一人当たりの使用料（利用料金）のため
　　　 団体の使用料（利用料金）がないもの。

免
除

個
人
に
対
す
る

減
免

※1 ※1

資料３


